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✈
クラブの目的および指導者紹介  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第1章 総則  

第1条（名称）  

本クラブは「ITS U-15ハンドボールクラブ」と称する。  
第2条（目的）  

本クラブは、ハンドボール競技を通じて青少年の健全な心身の育成、チームワークの向上、礼儀 

規律の習得を目的とし、人間力を身に付ける。 

第2章 指導体制・運営  

第3条（指導者）  

本クラブの指導体制は以下の通りとする。  
　　・監督：新垣 信明 
　　・コーチ：長嶺 由太 
　　・コーチ：池原 譜有紀 

　　・コーチ： 
第4条（責任者）  

クラブ運営の責任者は以下の通りとする。  
　　・責任者：大浜 政由（国際旅行社） 



✈
練習および大会時の注意事項  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第3章 練習時の注意事項  

第5条（服装・持ち物）  

練習時は以下を遵守すること。  
　　1.運動着はボタン・ファスナー・ベルトのないもの（体操服に準ずる）を着用する。  
　　2.運動用シューズを使用する（学校の上履き不可）  
　　3.女子のヘアピン・飾りゴムは禁止。  
　　4.爪（手足ともに）は常に短く整えること。  
　　5.飲み物は各自持参すること。  
　　6.着替え（夏場は複数枚）、タオル、シューズ、水筒は毎回持参する。  
　　7.練習日・場所は原則固定だが、変更時は都度連絡する。 

 

第6条（体験入部について） 　　　 

　　1.初回体験から1ヶ月以内とする。（練習日が少ない月などはその限りではない）指導者と保護者役員で協議する。 

　　　入部まで保険未加入の為、練習時は充分に注意し、万が一怪我が発生した場合は健康保険などで対応する。 



✈
安全管理および緊急時の対応に関する規約  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第4章 安全管理・緊急時対応  

第7条（安全管理体制）  

　　1.本クラブは、活動中の事故・怪我の予防を最優先とし、安全な指導・運営を行う。 

　　2.練習・活動中のケガはスポーツ保険の範囲内で対応する。 

　　3.入部以前の体験中のケガは各家庭にて健康保険等で対応するものとする。 

　　4.ケガ後の練習復帰には、病院受診と医師の許可を必要とする。 

　　5.子ども同士のトラブル（喧嘩・いじめ等）は、当該保護者同士で協議し解決する。  
　　6.指導者・スタッフは、以下の内容を徹底する。  

• 活動前の施設・用具の安全点検 

• 参加者の健康状態の確認 

• 熱中症、脱水症状の予防対策 

（健康管理）  

　　1.練習・試合前に、参加者に体調確認を行う。  
　　2.発熱・体調不良が確認された場合は、参加を見合わせるよう指導する。  
　　3.各自、水分補給・休憩時間の確保を徹底し、必要に応じて指導者が強制的に休憩を命じることができる。 

　　 



✈
安全管理および緊急時の対応に関する規約  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（緊急時対応）  

　　1.活動中に重大な事故、怪我、急病等が発生した場合は、速やかに以下の対応を取る。  
• 応急処置の実施（AED等の使用を含む）  

• 119番への通報および医療機関への搬送  

• 保護者への即時連絡 

• クラブ代表および関係機関への報告  

　　2.緊急連絡先リスト（保護者、医療機関、指導者）は常に最新のものを保管し、スタッフが携帯する。 

（避難対応）  

　　1.地震、火災、暴風雨等の自然災害時は、事前に定めた避難経路および避難場所に従って行動する。  
　　2.天候や災害情報に基づき、活動の中止・変更を迅速に判断し、保護者へ連絡を行う。 

（個人情報と報告）  

　　1.怪我や病気の発生状況および対応内容は、速やかに記録し、クラブ内で共有する。  
　　2.保護者から提供された個人情報は、緊急連絡や安全管理の目的以外には使用しない。 

（規約の見直し）  

　　1.本規約は、必要に応じて随時見直し、改訂することができる。その際は、保護者および関係者に対し速やかに通知する。  



✈
緊急連絡体制  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✈
救急病院一覧  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✈
保護者会運営および部費について  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第5章 保護者会  

第8条（運営）  

　　1.保護者会は年2回（春、秋～冬）、また必要に応じて開催する。  
　　2.委任状を含め、世帯の過半数が出席した場合に成立する。  
　　3.欠席時は議題を確認の上、委任状を提出すること。提出をもって決議事項に賛同したものとみなす。  
　　4.議案決定は出席者（委任状含む）の過半数の賛同をもって有効とする。  
　　5.運営上必要な係を設け、保護者に役割を分担してもらう。  
　　6.急な決定が必要な場合、役員の過半数の賛成により決定する。 

第6章 部費・大会費・保険  

第9条（部費・大会費）  

　　1.部費は月額2,000円とし、4ヶ月ごと（4月・8月・12月）に一括納入とする。  
　　2.兄弟が所属する場合、2人目以降の部費は1,000円/月とする。  
　　3.体験入部後に本入部となった場合、翌月より支払いを開始する。  
　　4.使用用途は以下の通りとする。※指導者の方には謝礼はお支払いしておりません。ボランティア指導員です。 

• 大会参加費、備品（ボール・救急箱等）  

• 指導者の県外派遣旅費・県内高速代（運転時） 

• 指導者講習会・審判講習会参加費・年間登録料・保険など 

• 大会時の指導者の弁当・飲み物代 

 



✈
保険および協会登録料について  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第10条（保険・登録料）  

　　1.スポーツ保険：800円／年  
　　2.ハンドボール協会登録料：2,200円／年 （下記内訳）　 

　　選手内訳：日本ハンドボール協会1,300円／年　九州ハンドボール協会100円／年　沖縄県ハンドボール協会800円／年 

　　役員内訳：日本ハンドボール協会3,000円／年　九州ハンドボール協会100円／年　沖縄県ハンドボール協会800円／年 

　　3.チーム登録料：18,000円／年（1チーム）2025年度分は国際旅行社負担 

　　※役員登録料及びチーム登録料は部費より算出する。 

第11条（リサイクル費・遠征費）  2025年6月29日時点未定 

　　1.リサイクル費は原則遠征費補助としてプールし、年により部員に還元する場合がある。  
　　2.合宿・遠征等にかかる費用のうち、リサイクル費・資金造成で補えない部分は、役員会の承認を得て部費から 

　　　支出する。 

第7章 規約の改訂  

第12条（見直し）  

　　1.本規約は必要に応じて見直しを行い、保護者および関係者へ通知のうえ改訂する。  

 



✈
クラブ活動における動画や写真使用について  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（目的）  
本規約は、クラブ活動中に撮影された選手の写真・動画を、SNSや広報資料等に使用する際のルールを定め、プライバシー保護と適切
な運用を目的とします。  
（使用範囲）  
撮影した写真・動画は、以下の目的に使用することがあります。  
クラブ公式SNS（Instagram・Facebook・Xなど）  
国際旅行社公式ホームページ  
活動報告や募集チラシ等の広報資料 
試合・練習の記録として内部資料での共有  
（使用の条件）  
個人名の記載は原則として行いません。記載が必要な場合は、事前に保護者の承諾を得ます。  
公序良俗に反する使い方や、選手に不利益が生じるような掲載は一切行いません。  
写真掲載を希望しない場合は、事前に申し出ていただければ、撮影および掲載を控えます。  
（削除依頼への対応）  
掲載後に削除希望の申し出があった場合は、速やかに対応いたします。  
 



✈
チームTシャツ購入について  

チームTシャツ注文方法　　スポーツショップLine　TEL：098-875-8899  

スポーツショップLineで注文し、出来上がり次第、保護者が直接受け取る。  

保護者も購入可能です。保護者： 青Tシャツ＆ポロシャツ （部員は必ず黒Tシャツ） 

大会・練習試合・合宿・遠征・イベントなどで着用致します。  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✈
基本的な練習場所と日程について  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※第3日曜日は家庭の日で休みとする （体育館の使用状況や練習試合などで急な日時の変更もございますのでご了承ください）

曜日 練習時間 練習場所 備考

月曜日 16:30～19:30 天久小体育館 隔週利用及び職員優先

火曜日 18:00～19:30 天久小体育館

水曜日 休み

木曜日 16:30～18:00 松島中体育館 隔週男子合同練習

金曜日 18:00～19:30 天久小体育館

土曜日 休み

日曜日 09:00～12:00 天久小体育館 小学生合同練習


